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《福祉支援課》 
 

１ 生活保護について 

 

  福祉保健局（中部福祉事務所）は保護の決定を行い、被保護世帯への訪問・指導、保護費支払い事務

など保護の実施機関としての業務を行っている。住民に最も身近な町は、保護申請等の受付・進達、保

護費の交付など福祉事務所に協力している。保護の種類には、 ①生活扶助、②住宅扶助、③教育扶助、

④介護扶助、⑤医療扶助、⑥出産扶助、⑦生業扶助、⑧葬祭扶助の８種類がある。【根拠法令：生活保

護法】 
 

（１）平成２１年度生活保護運営重点事項 
 

 ①生活保護の実施水準の向上 
 

    生活保護の運営に当たっては、要保護者に健康で文化的な生活を保障し、自立助長を図るという

生活保護法の趣旨を具現化することを基本方針に、適正な実施に努めるとともに実施水準の維持向

上を図る。 

   （ア）保護の適正実施の推進 

   （イ）自立支援の推進 

   （ウ）医療扶助・介護扶助の適正運営の確保 

   （エ）適正な債権管理 

（オ）業務の効率化と組織的な運営管理の推進 
 

 ②被保護者に対する自立支援の促進 
 

   平成１７年度から被保護者に対する支援について自立支援プログラム制度を導入し、またハロー

ワークとの連携事業を活用しての就労支援や就労支援専門員による就労支援を行っている。就労自

立支援に加え、日常生活自立支援、社会生活自立支援の３つのプログラムに基づき支援を展開する

こととしている。 

  （ア）一般就労の可能な者については、ハローワークや就労支援専門員と地区担当員が連携して 

就労に向けて支援する。 

（イ）障害、疾病、高齢等のために十分に就労ができない者については、障害者就業・生活支 

援センター、障害者地域生活支援センター、地域包括支援センター等と連携して日常生活向

上、社会参加に向けて支援する。 

 

 

（２）生活保護の実施体制 
 

区   分 査 察 指 導 員 現 業 員 

現   員 ２人 ４人 

備   考 福祉支援課長、保護係長 ４町を分担 

 

（３）管内保護動向 ※管内保護動向（平成２０年度）の世帯数・人員・保護率は、確定し次第追記する。 
 

平成１９年度 平成２０年度 

市町村名 
世帯数 人 員 

保護率 

（‰） 
世帯数 人 員 

保護率

（‰） 

湯梨浜町   ６５   ９０    5.1               

羽合     １９   ３１     -               

  泊      １６   １８     -               

 

東郷     ３０   ４１     -               

三 朝 町   ３０   ４５    6.1               

北 栄 町   ４０   ４８    3.2               

 北条     ２０   ２５     -               - 
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大栄     ２０   ２３     -               - 

琴 浦 町   ８０  １０１    5.2             

東伯     ４５   ５８     -               -  

赤崎     ３５   ４３     -               - 

東伯郡計  ２１５  ２８４    4.8           

 

 

 ２ 児童福祉について 

 
 家庭における養育機能の低下、児童虐待、ＤＶ等に対応するため、保育所、母子生活支援施設等の役

割がますます重要になってきており、これらの施設の円滑な運営を支援していく。 
 

 （１）保育所・児童館 
 

   保育所は倉吉市内に２４か所、東伯郡内に３１か所、児童館は倉吉市内に１０か所、東伯郡内に

６か所設置されている。当福祉保健局では、中部圏域の保育所及び東伯郡内の児童館の適正な運営

確保のための指導監査、施設整備に係る事前調整などを行う。 
 

 （２）母子生活支援施設・助産施設 
 

 

  ①母子生活支援施設 
 

       配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させ

て保護するとともに、自立の促進のために就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談や助言等

を行っている。 

        当福祉保健局では、上記保護者からの入所申込みがあったときは、その必要性を判断し、母子

生活支援施設において母子保護を行う。 
 

       ○圏域内の母子生活支援施設                  （平成２１年３月３１日現在） 
 

施 設 名 所 在 地 定 員（世帯） 

 母子生活支援施設 倉 明 園 倉吉市上井５５０－３ ２０ 

母子生活支援施設 ブルーインター 倉吉市福守町４０７－１４ ３０ 

小規模分園型母子生活支援施設 
  倉 明 園 

倉吉市西海田町１丁目２８５ 
倉吉市西海田町１丁目２８６ 

５ 
   

②助産施設 
 

        保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦

を入所させて助産を行う。 
 

         ○圏域内の助産施設                         （平成２１年３月３１日現在） 

施 設 名 所 在 地 定  員（人） 

鳥取県立厚生病院 倉吉市昭和町１５０ ２５ 
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３ ひとり親家庭等の自立支援について 

 

 近年の離婚の急増など母子家庭等をめぐるさまざまな状況の変化に対応し、母子家庭等の自立を促進

するため、子育て・生活支援、就労支援、養育費の確保、経済的支援などの諸事業を実施する。 
 

 （１）ひとり親家庭等相談 
 

   母子自立支援員を配置し、求職相談、資金貸付相談、生活一般の相談その他ひとり親家庭の相談

に携わり自己決定・自己実現を支援する。 
   ひとり親家庭の自立の促進を図るため、各町役場窓口へ制度案内パンフレットの配置、各町での

巡回相談会、倉吉市において休日相談会を実施する。 

   また、「ひとり親家庭ライフサポーター」（県連合母子会事業）が配置され、母子自立支援員と協

力して相談に応じる。 
 

  （２）ひとり親家庭等就業・自立支援事業（就業等相談事業）        

就労の支援については、ハローワークとの連携、資格取得支援、スキルアップのための職場体験

研修の活用等により自立度の向上を支援する。 

①無料職業紹介事業 

無料職業紹介事業により、ひとり親家庭の母又は父、寡婦に対する求職活動の支援を行う。 
 

②特別相談の実施 

       ひとり親家庭等が抱えている複雑多岐な問題のうち、一般相談では解決できない問題につい

て解決を図るため、専門家（弁護士等）による特別相談を実施する。 
 
（３）母子家庭等自立支援給付金事業 

 

    ①母子家庭自立支援給付金事業 

        県が指定する職業能力開発のための講座受講料の一部を支給する。 

（ア） 支給額：受講料の４割相当額（上限１０万円、下限 4,001 円） 

 
        （イ）対象者（次のすべての要件を満たす母子家庭の母） 

            ① 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること 

            ② 児童扶養手当の受給者又は同様の所得水準であること 

            ③ 雇用保険の教育訓練給付の受給資格のない者 
 
        （ウ）対象講座（原則として１か月以上１年以内の講座） 

            ① 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座 

            ②（財）２１世紀職業財団が指定した再就職希望登録者支援事業の講座 

      ③ 就職に結びつく可能性が高い養成講座及び県が実情に応じて国に協議して指定した 

講座 

      
②高等技能訓練促進費事業 

        介護福祉士等経済的自立に効果的な資格を取得するため２年以上修業する場合であり、かつ

就労（育児）と修業の両立が困難な場合、生活費の負担軽減を図るため職業訓練促進費を支給

する。 

    （ア）支給期間：１８か月を限度（修業期間の最後の１／２の期間） 

        （イ）支給方法：修業期間の最終年度に申請を受け支給 

        （ウ）支給基本額 

        修業支援手当：月額 103,000 円（市町村民税課税世帯は 51,500 円） 

            入学一時金  50,000 円（市町村民税課税世帯は 25,000 円）  修了後に支給 

（エ）対象資格の指定 

               ２年以上修業する必要があり、資格取得後はその職種への就労が見込まれる専門的な 

資格（例：看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等） 

    （オ）対象者 

         次の要件をすべて満たす者であって、資格を取得するために修業している者とし、事
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前に受給の相談のあった者 

               ① 資格取得のため養成機関（２年以上）で修業していること 

                 ② 児童扶養手当の受給者又は同様の所得水準であること 

                 ③ 就業（又は育児）と修業の両立が困難であると認められる者      

 

（４）母子寡婦福祉資金の貸付 
 

   母子家庭等の自立を目的として、修学資金、就学支度資金をはじめとする１３種類の貸付け事業

を行う。 

   児童に係る資金（修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金）は、児童本人に対する貸

付が可能で、母親が連帯保証人となることも可能である。 

   ※母親が連帯保証人となる場合には、保証能力を有していることが原則。 

 

 

４ 高齢者福祉について 

 【根拠法令:老人福祉法】 
 

  ○老人ホーム入所調整委員会 
 

      中部福祉事務所に老人ホーム入所調整委員会を設置し、市町が行う養護老人ホームへの入所措置

の適正な実施に対する指導、助言を行う。 


